
入 札 条 件           

 
第１  この入札は、奈良市契約規則及び法令に定めるもののほか、この条件の定めるとこ

ろによる。 

 

第２  入札保証金は免除する。 

 

第３  入札は、事務執行者及び事務従事者で行いますので、入札書を指定する日時までに

必着するよう郵送してください。また、入札者でなければ、入札の執行場所に立ち入

ることができない。 

 

第４  入札者の不正行為その他の理由により、この入札を執行することが不適当であると 

   認めるときは、執行をとりやめる。また、入札執行後においても、落札決定を保留し、 

   入札を取り消す場合がある。 

 

第５  入札の参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法 

   律第５４号）等に抵触する行為を行ってはならない。 

 

第６  入札者中、入札書比較価格以内であって、最低の価格の入札者をもって落札者とす 

   る。 

 

第７  入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを 

   問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載

すること。 

    契約希望金額は、月額の賃貸借料とし、保守料を含むものとする。また、この契約

は長期継続契約とする。     

    落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相 

当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を

切り捨てた金額）をもって落札価格とする。 

 
第８  落札者となるべき同一の価格の入札者が２人以上あるときは、直ちに「くじ」で決

定する。 
 
第９  再度入札は１回を限度として行う。なお、落札者のないときは、入札執行者の判断

により処理することとする。 

 


